
～ 

子
育
て
支
援
策
を
評
価
～

平
成
28
年
度
予
算 

満
場
一
致
で
可
決

 

第
１
回
定
例
会
で
は
、
平
成
28
年
度
一
般
会
計
予
算

を
始
め
と
す
る
新
年
度
関
連
の
議
案
や
人
事
案
件
な
ど

40
件
を
審
査
し
、
原
案
の
と
お
り
可
決
し
ま
し
た
。

 

ま
た
、
市
民
か
ら
提
出
さ
れ
た
「
市
議
会
議
場
に
お

け
る
国
旗
掲
揚
に
つ
い
て
」
の
請
願
を
採
択
し
ま
し
た
。

 

こ
の
ほ
か
、
一
般
質
問
で
は
４
人
の
議
員
が
、
総
括

質
問
で
は
７
人
の
議
員
が
、
市
の
重
要
課
題
に
対
し
て

見
解
を
た
だ
し
ま
し
た
。

会
期

　

平
成
28
年
２
月
25
日
か
ら
３

月
23
日
ま
で
の
28
日
間

本
会
議
１
日
目
（
２
月
25
日
）

　

議
案
説
明
員
の
定
期
報
告
、

監
査
報
告
、
専
決
処
分
の
報
告

　

請
願
の
上
程
、
議
会
運
営
委

員
会
へ
付
託

　

専
決
処
分
の
承
認
を
求
め
る

議
案
の
上
程
、
採
決
（
満
場
一

致
で
可
決
）

　

27
年
度
補
正
予
算
な
ど
の
議

案
の
上
程
、
各
常
任
委
員
会
へ

付
託

　

一
般
質
問

各
常
任
委
員
会
・
議
会
運
営
委

員
会
（
２
月
29
日
・
３
月
１
・

３
日
）

　

付
託
議
案
及
び
請
願
の
審
査

本
会
議
２
日
目
（
３
月
４
日
）

　

請
願
の
審
査
結
果
報
告
、
討

論
、採
決（
賛
成
多
数
で
可
決
）

　

付
託
議
案
の
審
査
結
果
報
告
、

採
決
（
満
場
一
致
で
可
決
）

　

28
年
度
当
初
予
算
及
び
関
連

議
案
の
上
程

　

市
長
の
施
政
方
針
演
説

本
会
議
３
日
目
（
３
月
９
日
）

　

総
括
質
問

本
会
議
４
日
目
（
３
月
10
日
）

　

総
括
質
問

　

予
算
特
別
委
員
会
設
置
、
審

査
の
付
託
、
委
員
選
任

予
算
特
別
委
員
会
（
３
月
11
・

14
～
18
日
）

　

付
託
議
案
の
審
査

本
会
議
最
終
日
（
３
月
23
日
）

定
例
会
の
概
要

市議会議場における
国旗掲揚についての
請願を採択

　平成 11 年８月 13 日に「国旗

及び国歌に関する法律」が施行

され、自国の象徴である国旗に

対して誇りと敬意をもって接す

ることができるようになった。

　しかし、本市においては、市

政の最高意思決定の場である

議場に国旗を掲揚していないた

め、一刻も早く掲揚されたい。

（以下要旨）

※請願とは、憲法上保障された
　基本的人権の一つで、市政に
　ついての要望や意見を議会に
　提出すること。

　

予
算
特
別
委
員
会
の
審
査
結

果
報
告
、
採
決
（
満
場
一
致
で

可
決
）

　

28
年
度
補
正
予
算
の
議
案
の

上
程
、
採
決
（
満
場
一
致
で
可

決
）

　

教
育
委
員
を
選
任
（
満
場
一

致
で
同
意
）

　

議
会
運
営
委
員
会
に
よ
る
特

定
事
件
の
継
続
調
査
の
可
決

文
教
民
生
常
任
委
員
会

　

２
月
29
日
の
委
員
会
で
は
、

太
田
小
学
校
や
春
木
中
学
校
の

体
育
館
を
改
修
し
、
防
災
機
能

を
強
化
す
る
た
め
の
補
正
予
算

な
ど
を
審
査
し
、
満
場
一
致
で

可
決
し
ま
し
た
。

　

ま
た
、
食
物
ア
レ
ル
ギ
ー
児

童
の
給
食
対
応
の
陳
情
に
つ
い

て
審
査
し
ま
し
た
。

　

そ
の
後
、
28
年
度
教
育
方
針

に
つ
い
て
報
告
を
受
け
ま
し
た
。

　

最
後
に
、
次
の
項
目
に
つ
い

て
質
問
を
行
い
ま
し
た
。

○
生
活
困
窮
者
の
学
習
支
援

○
子
ど
も
の
居
場
所
づ
く
り

事
業
常
任
委
員
会

　

３
月
１
日
の
委
員
会
で
は
、

市
街
化
調
整
区
域
に
お
け
る
ま

ち
づ
く
り
の
あ
り
方
の
検
討
や
、

交
通
ま
ち
づ
く
り
ア
ク
シ
ョ
ン

プ
ラ
ン
を
策
定
す
る
た
め
の
補

正
予
算
な
ど
を
審
査
し
、
満
場

一
致
で
可
決
し
ま
し
た
。

　

そ
の
後
、
競
輪
場
再
整
備
事

業
基
本
構
想
等
策
定
業
務
の
受

託
事
業
者
の
選
定
に
つ
い
て
、

報
告
を
受
け
ま
し
た
。

　

最
後
に
、
次
の
項
目
に
つ
い

て
質
問
を
行
い
ま
し
た
。

○
東
岸
和
田
駅
前
の
駐
輪
問
題

○
開
発
行
為
等
の
手
続
等
に
関

　

す
る
条
例

○
競
輪
事
業
に
お
け
る
新
規
施

　

設
貸
付
事
業
（
場
外
馬
券
売

　

場
）

○
民
泊

○
消
防
署
岸
城
分
署
の
修
景

総
務
常
任
委
員
会

　

３
月
３
日
の
委
員
会
で
は
、

シ
テ
ィ
セ
ー
ル
ス
プ
ラ
ン
に
基

づ
き
、
岸
和
田
の
イ
メ
ー
ジ
向

上
を
図
る
と
と
も
に
、
魅
力
を

市
内
外
に
発
信
す
る
た
め
の
補

正
予
算
な
ど
を
審
査
し
、
満
場

一
致
で
可
決
し
ま
し
た
。

　

そ
の
後
、
教
育
大
綱
や
組
織

機
構
の
改
編
、
電
力
の
入
札
制

度
導
入
に
つ
い
て
、
報
告
を
受

け
ま
し
た
。

　

最
後
に
、
次
の
項
目
に
つ
い

て
質
問
を
行
い
ま
し
た
。

○
マ
イ
ナ
ン
バ
ー（
個
人
番
号
）

  

入
り
住
民
票
の
取
り
扱
い

○
女
性
活
躍
推
進
法

委
員
会
で
の
審
査

第 164 号

発行：岸和田市議会 編集：「議会だより」編集委員会　ＴＥＬ４２３－９６６８　

平成 28年(2016年 ) 5月1日 発行

(市議会ホームページ　http://www.city.kishiwada.osaka.jp/site/gikai/)

きしわだ

牛 滝 川 の 春


